
 
 

 

２０２６年３月９日 

運送約款の一部改定について 

東急電鉄株式会社 

 

１．改定規則 

（１）旅客営業規則 

（２）東急電鉄ＩＣカード乗車券取扱規則 

（３）東急電鉄障害者用ＩＣカード乗車券取扱特約 

 

２．改定日 

２０２６年３月１４日（土）初電から 

 

３．改定内容 

新旧対照表をご確認ください。 

 

 

以   上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



現行 改定 

旅客営業規則 

2019.10. 11 制定  

2025. 3. 15 現在  

 

～（前略）～ 

 

（被救護者割引証） 

第 31条 被救護者が前条の規定によって割引普通乗車券を購入する

場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗

車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年

令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有効期限・

発行年月日・施設の名称・所在地ならびにその代表者の氏名が記入さ

れた発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付

をうけて、提出するものとする。 

2 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

旅客営業規則 

2019.10.11 制定  

2026. 3.14 現在  

 

～（前略）～ 

 

（被救護者割引証） 

第 31条 被救護者が前条の規定によって割引普通乗車券を購入する

場合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗

車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年

令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有効期限・

発行年月日・施設の名称・所在地ならびにその代表者の氏名が記入さ

れた発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付

をうけて、提出するものとする。 

2 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から 1か月間とす

る。 

 

～（中略）～ 

 

（通勤定期乗車券の発売） 

第 35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、

定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1か

月、3か月または 6か月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  被救護者旅客運賃割引証の有効期間は発行の日から 1か月間とす

る。 

 

～（中略）～ 

 

（通勤定期乗車券の発売） 

第 35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、

定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、1か月、

3か月または 6か月有効の通勤定期乗車券を発売する。ただし、自動券



自動券売機で購入する場合は、購入画面で必要事項を入力することに

より、定期乗車券購入申込書の記入、提出を省略できる。 

(1) 次の区間のいずれかを乗車する場合 

ア 鉄道区間 

イ 軌道区間 

(2) 区間および経路を同じくして乗車する場合 

2 定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。 

（表）                      （裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2019 年 10 月 1 日からの様式 210×148 ㎜ 

備考 必要に応じ些細の変更または必要事項を加えることができる。 

 

売機で購入する場合は、購入画面で必要事項を入力することにより、

定期乗車券購入申込書の記入、提出を省略できる。 

(3) 次の区間のいずれかを乗車する場合 

ア 鉄道区間 

イ 軌道区間 

(4) 区間および経路を同じくして乗車する場合 

2  定期乗車券購入申込書の様式は、次のとおりとする。 

（表）                 （裏） 

 

※2026 年 3 月 14 日からの様式 210×148 ㎜ 

 

備考 必要に応じ些細の変更または必要事項を加えることができる。 

 



～（中略）～ 

 

（通学用割引普通回数乗車券の発売） 

第 40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う

学校の学生、生徒が、面接授業または試験のため、第 39条に定める

区間を区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合で、そ

の在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅

客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校（通信による教育を行

う学校にあっては、面接授業及び試験会場を含む。）のもより駅まで

の区間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。 

(1) 放送大学学園法（平成 14年法律第 156号）第 4条の規定により

設置された大学の学生 

(2) 通信教育を行う高等学校の生徒 

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運

賃割引証は、次の各号に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～（中略）～ 

 

（通学用割引普通回数乗車券の発売） 

第 40条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う

学校の学生、生徒が、面接授業または試験のため、第 39条に定める区

間を区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合で、その

在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した旅客

運賃割引証を提出したときは、当該指定学校（通信による教育を行う

学校にあっては、面接授業及び試験会場を含む。）のもより駅までの区

間について、通学用割引普通回数乗車券を発売する。 

(1)  放送大学学園法（平成 14年法律第 156号）第 4条の規定により

設置された大学の学生 

(2)  通信教育を行う高等学校の生徒 

2 前項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運

賃割引証は、次のとおりとし、放送大学または指定学校の代表者に

おいて乗車区間その他必要事項を記入したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 放送大学の学生が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、放

送大学の代表者において乗車区間その他必要事項を記入したもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) 高等学校の生徒が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、指

定学校の代表者において乗車券の種類（「回数」と記入する。）・乗

車区間その他必要事項を記入したものとする。 

通信教育学校用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  前項の指定により提出する放送大学学生旅客運賃割引証または学校

学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から 1か月間とす

る。 

 

～（以下略）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  前項の指定により提出する放送大学学生旅客運賃割引証または学校

学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から 1か月間とす

る。 

 

～（以下略）～ 

 



現行 改定 

東急電鉄ＩＣカード乗車券取扱規則 
 

2019.10 . 1 制定 

2025.11.14 現在 

             

～（前略）～ 

              

（発売） 

第 11 条  PASMO は PASMO 取扱規則の定めにより駅等で発売する。ただし、記

名 PASMOの購入を希望する旅客が ICカード乗車券を処理する機器により、購入

申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売する

ことができる。 

2  旅客が PASMO に定期乗車券の購入を申し込む場合は、購入申込書に必要事項

を記入して提出し、旅客営業規則等に定める定期乗車券を PASMO へ発売する。

ただし、定期乗車券の購入を希望する旅客が IC カード乗車券を処理する機器によ

り、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し

発売することができる。 

3  旅客が PASMO に企画乗車券の購入を希望する場合は、企画乗車券を PASMO

へ発売する。 

4  第 2項および第 3項の定めにより発売する場合、大人の使用に供するものは大

人用 PASMO に、小児の使用に供するものは小児用 PASMO にその機能を付加す

る。なお、第 2 項により発売する定期乗車券の機能を無記名 PASMO に付加する

ときは、当該無記名 PASMOを記名 PASMOに変更する場合に限り取扱う。 

東急電鉄ＩＣカード乗車券取扱規則 
 

2019.10 . 1 制定 

2026. 3 .14 現在 

             

～（前略）～ 

 

（発売） 

第 11 条  PASMO は PASMO 取扱規則の定めにより駅等で発売する。ただし、記

名 PASMOの購入を希望する旅客が ICカード乗車券を処理する機器により、購入

申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売する

ことができる。 

2  旅客が PASMO に定期乗車券の購入を申し込む場合は、購入申込書に必要事項

を記入して提出し、旅客営業規則等に定める定期乗車券を PASMO へ発売する。

ただし、定期乗車券の購入を希望する旅客が IC カード乗車券を処理する機器によ

り、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し

発売することができる。 

3  旅客が PASMO に企画乗車券の購入を希望する場合は、企画乗車券を PASMO

へ発売する。 

4  第 2項および第 3項の定めにより発売する場合、大人の使用に供するものは大

人用 PASMO に、小児の使用に供するものは小児用 PASMO にその機能を付加す

る。なお、第 2 項により発売する定期乗車券の機能を無記名 PASMO に付加する

ときは、当該無記名 PASMOを記名 PASMOに変更する場合に限り取扱う。 



5  第 1項、第 2項、ならびに第 4項にかかわらず、実習用通学定期乗車券の発売

はしない 

6  旅客は第 2項および第 4項の定めによる定期乗車券購入時に、ICカード乗車券

を処理する機器により、任意の固有な番号を自ら入力し設定することができる。 

 

～（中略）～ 

 

（記名 PASMOの個人情報変更） 

第 19条  改氏名等により、記名 PASMOを所持する旅客の個人情報と記名 PASMO

に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名 PASMO を使用してはなら

ない。 

2  前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書および当該記名 PASMOを当

社に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱

いは PASMO 取扱規則の定めによる。 

 

 

 

～（中略）～ 

 

（紛失再発行） 

第 22 条  ICSF 乗車券の紛失再発行の取扱いは、当社が定める申請書の提出を受

け、PASMO 取扱規則の定めるところにより行う。 

 

 

5  第 1項、第 2項、ならびに第 4項にかかわらず、実習用通学定期乗車券の発売

はしない 

6  旅客は第 2項の定めによる定期乗車券購入時に、ICカード乗車券を処理する機

器により、任意の固有な番号を自ら入力し設定することができる。 

 

～（中略）～ 

 

（記名 PASMOの個人情報変更） 

第 19条  改氏名等により、記名 PASMOを所持する旅客の個人情報と記名 PASMO

に記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名 PASMO を使用してはなら

ない。 

2  前項の場合、旅客は速やかに当社が定める申込書および当該記名 PASMOを当

社に差し出して、個人情報変更の請求をしなければならない。この場合の取扱い

は PASMO取扱規則の定めによる。ただし、旅客が ICカード乗車券を処理する

機器において申込書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請書の提出を

省略することができる。 

 

～（中略）～ 

 

（紛失再発行） 

第 22 条  ICSF 乗車券の紛失再発行の取扱いは、当社が定める申請書の提出を受

け、PASMO取扱規則の定めるところにより行う。ただし、旅客が IC カード乗車

券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請

書の提出を省略することができる。 



2  IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の紛失再発行の取扱いをする場合は、旅客か

ら当社が定める申請書の提出を受けた後、次の各号の条件を満たす場合に限っ

て、紛失した IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の使用停止措置と再発行する

ために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を交付する。ただし、再発

行する当日において定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終了している場

合は、前項の取扱いをすることがある。 

 

 

（1） 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅

客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の記名人本人であることを証

明できること。 

（2） 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録さ

れていること。 

3  前項により使用停止措置を行った当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券は、

旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14日以内に次の第 1号から第 3号の条件

を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該 IC定期乗車券または IC

企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の IC定期乗車券または IC

企画乗車券を再発行する。また、一体型 PASMOにおいては、次の第 1号から第

5号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券または IC 企画乗車券の機能

を再発行する。 

（1） 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該 IC 定期乗車券ま

たは IC 企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。 

（2） 再発行する PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券が当社

で発売したものであること。 

2  IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の紛失再発行の取扱いをする場合は、旅客か

ら当社が定める申請書の提出を受けた後、次の各号の条件を満たす場合に限っ

て、紛失した IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の使用停止措置と再発行する

ために必要な帳票（以下「再発行整理票」という。）を交付する。ただし、再発

行する当日において定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終了している場

合は、前項の取扱いをすることがある。なお、旅客が IC カード乗車券を処理す

る機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請書の提出を

省略することができる。 

（1） 申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅 

客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の記名人本人であることを証

明できること。 

（2） 記名人の氏名、生年月日、性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録さ 

れていること。 

3  前項により使用停止措置を行った当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券は、

旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14日以内に次の第 1号から第 3号の条件

を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該 IC定期乗車券または IC

企画乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の IC定期乗車券または IC

企画乗車券を再発行する。また、一体型 PASMO においては、次の第 1号から第

5号の条件を満たした場合に限って、IC定期乗車券または IC 企画乗車券の機能

を再発行する。 

（1） 公的証明書等の呈示により、再発行を請求する旅客が当該 IC 定期乗車券ま

たは IC 企画乗車券の記名人本人であることを証明できること。 

（2） 再発行する PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券が当社

で発売したものであること。 



（3） 旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 

（4） 旅客が株式会社パスモおよび提携先より交付された再発行用の媒体を持参

すること。 

（5） 旅客が株式会社パスモからの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示するこ

と。 

4  前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する IC 定期乗車券または IC

企画乗車券 1 枚につき紛失再発行手数料 520 円を現金で収受する。なお、デポ

ジットの取扱い、および記名 PASMO の紛失再発行手数料は PASMO取扱規則の

定めによる。 

5  第 2 項により使用停止措置を行った一体型 PASMO を使用していた旅客が、再

発行整理票発行日の翌日以降に、定期乗車券または企画乗車券の再発行を請求

した場合、次の各号に定める条件を満たした場合に限り再発行を行う。 

（1） 定期乗車券については、当社が定める申請書を提出し、第 3項第 1号から第

3号の条件を満たしたうえ、ICカード乗車券以外の媒体により定期乗車券の

機能のみを再発行する。 

（2） 企画乗車券については、第 3項第 2号および第 3号の条件を満たしたうえ、

IC カード乗車券以外の媒体により企画乗車券の機能のみを再発行する。 

（3） 前各号により再発行した定期乗車券または企画乗車券の取扱いは本規則に

よらないものとする。 

（4） 第 1号および第 2号により、定期乗車券または企画乗車券を再発行した場合、

第 3 項による再発行の取扱いを行った後には、定期乗車券または企画乗車券

の機能を再発行しない。 

6  当該 IC 定期乗車券または IC企画乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、 

これを取り消すことはできない。また、紛失した IC 定期乗車券または IC企画 

（3） 旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること。 

（4） 旅客が株式会社パスモおよび提携先より交付された再発行用の媒体を持参

すること。 

（5） 旅客が株式会社パスモからの再発行用の媒体にかかわる通知を呈示するこ

と。 

4  前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する IC 定期乗車券または IC 

企画乗車券 1枚につき紛失再発行手数料 520円を現金で収受する。なお、デポ 

ジットの取扱い、および記名 PASMO の紛失再発行手数料は PASMO取扱規則の 

定めによる。 

5  第 2 項により使用停止措置を行った一体型 PASMO を使用していた旅客が、再

発行整理票発行日の翌日以降に、定期乗車券または企画乗車券の再発行を請求

した場合、次の各号に定める条件を満たした場合に限り再発行を行う。 

(1) 定期乗車券については、当社が定める申請書を提出し、第 3項第 1号から第 

3号の条件を満たしたうえ、IC カード乗車券以外の媒体により定期乗車券の

機能のみを再発行する。 

(2) 企画乗車券については、第 3項第 2号および第 3号の条件を満たしたうえ、 

IC カード乗車券以外の媒体により企画乗車券の機能のみを再発行する。 

(3) 前各号により再発行した定期乗車券または企画乗車券の取扱いは本規則に 

よらないものとする。 

(4)  第 1号および第 2号により、定期乗車券または企画乗車券を再発行した場 

合、第 3項による再発行の取扱いを行った後には、定期乗車券または企画乗 

車券の機能を再発行しない。 

6  当該 IC 定期乗車券または IC企画乗車券の使用停止の申し出を受け付けた後、 

これを取り消すことはできない。また、紛失した IC 定期乗車券または IC企画 



乗車券が発見された場合に、当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を再発行 

用の媒体として使用することはできない。 

7  第 2項から第 4項までの取扱いを行った後に、紛失した IC定期乗車券または 

IC 企画乗車券が発見された場合で、株式会社パスモが IC 定期乗車券または IC 

企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはＰＡＳＭ 

Ｏ取扱規則の定めによる。 

8  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自 

ら入力した場合は、本条に定める申請書の提出を省略することができる。 

 

（障害再発行） 

第 23 条  ICSF 乗車券の障害再発行の取扱いは、当社が定める申請書の提出を受

け、PASMO 取扱規則の定めるところにより行う。 

 

 

2  IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の障害再発行の取扱いを行う場合は、旅客

から当社が定める申請書の提出を受け、かつ IC 定期乗車券または IC企画乗車

券を呈示したときに、再発行整理票を交付する。ただし、再発行する当日にお

いて定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取

扱いをすることがある。 

 

 

3  前項により再発行整理票が発行された当該 IC定期乗車券または IC企画乗車券

は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14 日以内に次の第 1 号から第 4 号

の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該 IC カード乗車

乗車券が発見された場合に、当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を再発行 

用の媒体として使用することはできない。 

7  第 2項から第 4項までの取扱いを行った後に、紛失した IC定期乗車券または 

IC 企画乗車券が発見された場合で、株式会社パスモが IC 定期乗車券または IC 

企画乗車券のデポジットを収受している場合、デポジットの取扱いはＰＡＳＭ 

Ｏ取扱規則の定めによる。 

 

 

 

（障害再発行） 

第 23 条  ICSF 乗車券の障害再発行の取扱いは、当社が定める申請書の提出を受

け、PASMO取扱規則の定めるところにより行う。ただし、旅客が IC カード乗車

券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請

書の提出を省略することができる。 

2  IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の障害再発行の取扱いを行う場合は、旅客

から当社が定める申請書の提出を受け、かつ IC 定期乗車券または IC企画乗車

券を呈示したときに、再発行整理票を交付する。ただし、再発行する当日にお

いて定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取

扱いをすることがある。なお、旅客が IC カード乗車券を処理する機器において

申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請書の提出を省略すること

ができる。 

3  前項により再発行整理票が発行された当該 IC定期乗車券または IC企画乗車券

は、旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14 日以内に次の第 1 号から第 4 号

の条件を満たしたうえ、再発行を請求した場合に限って、当該 IC カード乗車券



券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の ICカード乗車券を再発行する。

また、一体型 PASMO においては、次の第 1 号および第 3号から第 7号の条件

を満たした場合に限って、IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の機能を再発行

する。 

（1）  旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 

（2）  旅客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を提出すること。 

（3）  再発行する PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券が    

当社で発売したものであること。 

（4）  旅客が定期乗車券または企画乗車券の効力にかかる帳票の発行を受け  

た場合には、これを提出すること。 

（5）  旅客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を呈示すること。 

（6）  旅客が株式会社パスモおよび提携先より交付された再発行用の媒体を  

持参すること。 

（7）  旅客が障害状態となった当該一体型 PASMO と株式会社パスモからの  

再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること 

4  当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた

後、これを取り消すことはできない。また、当該 IC 定期乗車券または IC企画

乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。 

5  次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを

行わない。なお、この場合、株式会社パスモが当該 ICSF 乗車券のデポジット

を収受している場合、デポジットの取扱いは PASMO取扱規則の定めによる。 

（1） 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（2） 旅客の故意または重大な過失により IC定期乗車券または IC企画乗車  

券が障害状態となったと認められ、第２０条第９号により無効となった

裏面に刻印されたものと異なるカード番号の IC カード乗車券を再発行する。

また、一体型 PASMO においては、次の第 1号および第 3 号から第 7号の条件

を満たした場合に限って、IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の機能を再発行

する。 

（1）  旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること。 

（2）  旅客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を提出すること。 

（3）  再発行する PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券が    

当社で発売したものであること。 

（4）  旅客が定期乗車券または企画乗車券の効力にかかる帳票の発行を受け  

た場合には、これを提出すること。 

（5）  旅客が当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券を呈示すること。 

（6）  旅客が株式会社パスモおよび提携先より交付された再発行用の媒体を  

持参すること。 

（7）  旅客が障害状態となった当該一体型 PASMO と株式会社パスモからの  

再発行用の媒体にかかわる通知を呈示すること 

4  当該 IC 定期乗車券または IC 企画乗車券の障害再発行の申し出を受け付けた

後、これを取り消すことはできない。また、当該 IC 定期乗車券または IC企画

乗車券を再発行用の媒体として使用することはできない。 

5  次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを

行わない。なお、この場合、株式会社パスモが当該 ICSF 乗車券のデポジット

を収受している場合、デポジットの取扱いは PASMO取扱規則の定めによる。 

（1） 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（2） 旅客の故意または重大な過失により IC定期乗車券または IC企画乗車  

券が障害状態となったと認められ、第２０条第９号により無効となった



場合 

      （→第 20条「無効となる場合」） 

6  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自

ら入力した場合は、本条に定める申請書の提出を省略することができる。 

 

～（中略）～ 

 

（払いもどし） 

第 26条  旅客が、PASMOが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、

PASMO 取扱規則の定めにより払いもどしを行う。 

 

 

2  旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当社が定

める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の記

名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求するこ

とができる。この場合、旅客営業規則に定める払いもどしを行い、定期乗車券

の機能のみ消去して返却する。 

3  旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的

証明書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の記名人本人であることを証明した

場合は、旅客営業規則に定める払いもどしおよび PASMO 取扱規則に定める記

名 PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払

いもどし額と SF 残額の合算額とする。 

4  前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC定期乗車券１枚につき 220円とす

る。ただし、定期乗車券の払いもどし額が手数料額未満のときは、その満たな

場合 

      （→第 20条「無効となる場合」） 

 

 

 

～（中略）～ 

 

（払いもどし） 

第 26条  旅客が、PASMOが不要となり、当社が定める申請書を提出したときは、

PASMO 取扱規則の定めにより払いもどしを行う。ただし、旅客が ICカード乗車

券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請

書の提出を省略することができる。 

2  旅客が、IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり、当社が定

める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の記

名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払いもどしを請求するこ

とができる。この場合、旅客営業規則に定める払いもどしを行い、定期乗車券

の機能のみ消去して返却する。 

3  旅客が、IC 定期乗車券が不要となり、当社が定める申請書を提出し、かつ公的

証明書等の呈示により当該 IC 定期乗車券の記名人本人であることを証明した

場合は、旅客営業規則に定める払いもどしおよび PASMO 取扱規則に定める記

名 PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、定期乗車券の払

いもどし額と SF 残額の合算額とする。 

4  前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC定期乗車券１枚につき 220円とす

る。ただし、定期乗車券の払いもどし額が手数料額未満のときは、その満たな



い額をＳＦ残額から充当する。なお、定期乗車券の払いもどし額と SF 残額の

合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。 

5  旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は以

下のとおり取り扱う。 

（1） 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMOであった場合、当社が定める申請書を提   

出し、かつ公的証明書等の呈示により記名 PASMO の記名人本人であるこ 

を証明した場合は、企画乗車券の払いもどしを請求することができる。こ 

の場合、旅客営業規則等に定める払いもどしを行い、企画乗車券の機能の 

み消去して返却する。 

 

 

（2） 当該 IC 企画乗車券が無記名 PASMOであった場合、旅客の申告により旅客 

営業規則等に定める払いもどしを行い、企画乗車券の機能のみ消去して返 

却する。 

6  旅客が、IC 企画乗車券が不要となった場合は以下のとおり取り扱う。 

（1） 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMOであった場合、当社が定める申請書を提出

し、かつ公的証明書等の呈示により記名 PASMO の記名人本人であることを

証明した場合は、旅客営業規則等に定める払いもどしおよび PASMO 取扱規

則に定める記名 PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、

企画乗車券の払いもどし額と SF 残額の合算額とする。 

 

 

（2） 当該 IC企画乗車券が無記名 PASMOであった場合、旅客の申告により旅 

客営業規則等に定める払いもどしおよび PASMO取扱規則に定める無記名 

い額をＳＦ残額から充当する。なお、定期乗車券の払いもどし額と SF 残額の

合算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。 

5  旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要となった場合は以

下のとおり取り扱う。 

（1） 当該 IC 企画乗車券が記名 PASMOであった場合、当社が定める申請書を提   

出し、かつ公的証明書等の呈示により記名 PASMO の記名人本人であるこ 

を証明した場合は、企画乗車券の払いもどしを請求することができる。こ 

の場合、旅客営業規則等に定める払いもどしを行い、企画乗車券の機能の 

み消去して返却する。ただし、旅客が ICカード乗車券を処理する機器にお 

いて申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請書の提出を省略 

することができる。 

（2） 当該 IC 企画乗車券が無記名 PASMOであった場合、旅客の申告により旅客 

営業規則等に定める払いもどしを行い、企画乗車券の機能のみ消去して返 

却する。 

6  旅客が、IC 企画乗車券が不要となった場合は以下のとおり取り扱う。 

（1） 当該 IC企画乗車券が記名 PASMO であった場合、当社が定める申請書を提出

し、かつ公的証明書等の呈示により記名 PASMO の記名人本人であることを

証明した場合は、旅客営業規則等に定める払いもどしおよび PASMO 取扱規

則に定める記名 PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、

企画乗車券の払いもどし額と SF 残額の合算額とする。ただし、旅客が IC カ

ード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力し

た場合は、申請書の提出を省略することができる。 

（2） 当該 IC企画乗車券が無記名 PASMOであった場合、旅客の申告により旅 

客営業規則等に定める払いもどしおよび PASMO取扱規則に定める無記名 



 

PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、企画乗車券の 

払いもどし額と SF残額の合算額とする。 

7  前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC企画乗車券１枚につき 220円とす

る。ただし、企画乗車券の払いもどし額が手数料額未満のときは、その満たな

い額を SF残額から充当する。なお、企画乗車券の払いもどし額と SF残額の合

算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。 

8  第１項にかかわらず、第 24条第 3項に定める移し替えにより一体型 PASMOを

払いもどす場合は、PASMO 取扱規則の定めによる手数料は収受しない。 

9  旅客が、IC カード乗車券を処理する機器において自ら IC 定期乗車券に付加さ

れた定期乗車券の機能を払いもどしする場合、第 11 条第 6 項に定める任意の

固有な番号を利用することにより、第 2項に定める申請書の提出、および公的

証明書等の呈示を省略することができる。 

10  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自

ら入力した場合は、本条に定める申請書の提出を省略することができる。 

 

～（以下略）～ 

 

PASMO の払いもどしを行う。この場合の払いもどし額は、企画乗車券の 

払いもどし額と SF残額の合算額とする。 

7  前項の払いもどしを行う場合の手数料は、IC企画乗車券１枚につき 220円とす

る。ただし、企画乗車券の払いもどし額が手数料額未満のときは、その満たな

い額を SF残額から充当する。なお、企画乗車券の払いもどし額と SF残額の合

算額が手数料額未満のときは、その合算額の同額を手数料とする。 

8  第１項にかかわらず、第 24条第 3項に定める移し替えにより一体型 PASMOを

払いもどす場合は、PASMO 取扱規則の定めによる手数料は収受しない。 

9  旅客が、IC カード乗車券を処理する機器において自ら IC 定期乗車券に付加さ

れた定期乗車券の機能を払いもどしする場合、第 11 条第 6 項に定める任意の

固有な番号を利用することにより、第 2項に定める申請書の提出、および公的

証明書等の呈示を省略することができる。 

 

 

 

～（以下略）～ 

 



                                                                       

現行 改定 

東急電鉄障害者用 ICカード乗車券取扱特約 

 

2023. 3 .18 制定 

2025.11.14 現在 

 

～（前略）～ 

（発売） 

第 6 条  障がい者用PASMOは障がい者用PASMO取扱特約の定めにより駅等で発

売する｡ 

 

 

2  旅客が障がい者用PASMOに定期乗車券の購入を申し込む場合は､必要事項を記

入した購入申込書の提出および手帳を呈示し､当社の身体障害者旅客運賃割引規

程、知的障害者旅客運賃割引規程または精神障害者旅客運賃割引規程に定める割

引の定期乗車券に限り､障害者とその介護者に対して同時に発売する｡ 

 

 

 

3  旅客がICカード乗車券を処理する機器において購入申込書に記載すべき事項

を自ら入力した場合は、本条に定める購入申込書の提出を省略することができ

る。 

～（中略）～ 

 

東急電鉄障害者用 ICカード乗車券取扱特約 

 

2023. 3 .18 制定 

2026. 3 .14 現在 

 

～（前略）～ 

（発売） 

第 6 条  障がい者用PASMOは障がい者用PASMO取扱特約の定めにより駅等で発

売する｡ただし、障がい者用PASMOの購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理

する機器により、購入申込書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提

出を省略し発売することができる。 

2  旅客が障がい者用PASMOに定期乗車券の購入を申し込む場合は､必要事項を記

入した購入申込書の提出および手帳を呈示し､当社の身体障害者旅客運賃割引規

程、知的障害者旅客運賃割引規程または精神障害者旅客運賃割引規程に定める割

引の定期乗車券に限り､障害者とその介護者に対して同時に発売する｡なお、定期

乗車券の購入を希望する旅客がICカード乗車券を処理する機器により、購入申込

書に記載すべき事項を入力した場合は、購入申込書の提出を省略し発売すること

ができる。 

 

 

 

～（中略）～ 

 



（紛失再発行） 

第 14 条  障がい者用ICSF乗車券の紛失再発行の取扱いは､当社が定める申請書

の提出を受け､障がい者用PASMO取扱特約の定めるところにより行う｡ 

 

 

2  障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の紛失再発行の取扱

いをする場合は､旅客から当社が定める申請書の提出を受けた後､次の各号の条

件を満たす場合に限って､紛失した障がい者用 IC定期乗車券または障がい者用 IC

企画乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票（以下「再発行整理

票」）を交付する｡ただし､再発行する当日において定期乗車券または企画乗車券

の有効期間が終了している場合は､前項の取扱いをすることがある｡ 

 

 

（1）申請書を提出するときは､公的証明書等の呈示により､再発行を請求する旅客が

当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の記名人本人で

あることを証明できること｡ 

（2）記名人本人の氏名､生年月日､性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録さ

れていること｡ 

3  前項により使用停止措置を行った当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい

者用 IC 企画乗車券は､旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14 日以内に次の第

1 号から第 3 号の条件を満たしたうえ､再発行を請求した場合に限って､当該障が

い者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券裏面に刻印されたものと異

なるカード番号の障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券を再

発行する｡ 

（紛失再発行） 

第 14 条  障がい者用ICSF乗車券の紛失再発行の取扱いは､当社が定める申請書

の提出を受け､障がい者用PASMO取扱特約の定めるところにより行う｡ただし、旅

客がICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力

した場合は、申請書の提出を省略することができる。 

2  障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の紛失再発行の取扱

いをする場合は､旅客から当社が定める申請書の提出を受けた後､次の各号の条

件を満たす場合に限って､紛失した障がい者用 IC定期乗車券または障がい者用 IC

企画乗車券の使用停止措置と再発行するために必要な帳票（以下「再発行整理

票」）を交付する｡ただし､再発行する当日において定期乗車券または企画乗車券

の有効期間が終了している場合は､前項の取扱いをすることがある｡なお、旅客が

IC カード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した

場合は、申請書の提出を省略することができる。 

（1）申請書を提出するときは､公的証明書等の呈示により､再発行を請求する旅客が

当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の記名人本人で

あることを証明できること｡ 

（2）記名人本人の氏名､生年月日､性別の情報が株式会社パスモのシステムに登録さ

れていること｡ 

3  前項により使用停止措置を行った当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい

者用 IC 企画乗車券は､旅客が再発行整理票発行日の翌日から 14 日以内に次の第

1 号から第 3 号の条件を満たしたうえ､再発行を請求した場合に限って､当該障が

い者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券裏面に刻印されたものと異

なるカード番号の障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券を再

発行する｡ 



（1）公的証明書等の呈示により､再発行を請求する旅客が当該障がい者用 IC 定期乗

車券または障がい者用 IC 企画乗車券の記名人本人であることを証明できるこ

と｡ 

（2）再発行する障がい者用 PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券

が当社で発売したものであること｡ 

（3）旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること｡ 

4  前項により再発行の取扱いを行う場合は､再発行する障がい者用 IC 定期乗車券

または障がい者用 IC 企画乗車券それぞれ 1 枚につき紛失再発行手数料 520 円を

現金で収受する｡なお､デポジットの取扱い､および障がい者用 PASMO の紛失再

発行手数料は障がい者用 PASMO 取扱特約の定めによる｡ 

5  当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の使用停止の申

し出を受け付けた後､これを取り消すことはできない｡また､紛失した障がい者用

IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券が発見された場合に､当該障がい

者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券を再発行用の媒体として使用

することはできない｡ 

6  第 2 項から第 4 項までの取扱いを行った後に､紛失した障がい者用 IC 定期乗車

券または障がい者用 IC 企画乗車券が発見された場合で､株式会社パスモが障がい

者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券のデポジットを収受している

場合､デポジットの取扱いは障がい者用 PASMO 取扱特約の定めによる｡ 

7  障がい者用 IC カード乗車券のいずれか一方を紛失した場合､紛失した障がい者

用 IC カード乗車券の再発行が完了するまでの間､対となるもう一方の障がい者用

IC カード乗車券を使用することはできない｡ 

8  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自

ら入力した場合は、第 1項および第 2項に定める申請書の提出を省略することが

（1）公的証明書等の呈示により､再発行を請求する旅客が当該障がい者用 IC 定期乗

車券または障がい者用 IC 企画乗車券の記名人本人であることを証明できるこ

と｡ 

（2）再発行する障がい者用 PASMO に付加されている定期乗車券または企画乗車券

が当社で発売したものであること｡ 

（3）旅客が前項により発行された再発行整理票を提出すること｡ 

4  前項により再発行の取扱いを行う場合は､再発行する障がい者用 IC 定期乗車券

または障がい者用 IC 企画乗車券それぞれ 1 枚につき紛失再発行手数料 520 円を

現金で収受する｡なお､デポジットの取扱い､および障がい者用 PASMO の紛失再

発行手数料は障がい者用 PASMO 取扱特約の定めによる｡ 

5  当該障がい者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券の使用停止の申

し出を受け付けた後､これを取り消すことはできない｡また､紛失した障がい者用

IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券が発見された場合に､当該障がい

者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券を再発行用の媒体として使用

することはできない｡ 

6  第 2 項から第 4 項までの取扱いを行った後に､紛失した障がい者用 IC 定期乗車

券または障がい者用 IC 企画乗車券が発見された場合で､株式会社パスモが障がい

者用 IC 定期乗車券または障がい者用 IC 企画乗車券のデポジットを収受している

場合､デポジットの取扱いは障がい者用 PASMO 取扱特約の定めによる｡ 

7  障がい者用 IC カード乗車券のいずれか一方を紛失した場合､紛失した障がい者

用 IC カード乗車券の再発行が完了するまでの間､対となるもう一方の障がい者用

IC カード乗車券を使用することはできない｡ 

 

 



できる。 

 

（障害再発行） 

第 15 条  障がい者用ICSF乗車券の障害再発行の取扱いは､当社が定める申請書

の提出を受け､障がい者用 PASMO取扱特約の定めるところにより行う｡ 

 

 

2  障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の取扱い

を行う場合は､旅客から当社が定める申請書の提出を受け､かつ障がい者用IC定期

乗車券または障がい者用IC企画乗車券を呈示したときに､再発行整理票を交付す

る｡ただし､再発行する当日において定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終

了している場合は､前項の取扱いをすることがある｡ 

 

 

3  前項により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC定期乗車券または障が

い者用IC企画乗車券は､旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1

号から第4号の条件を満たしたうえ､再発行を請求した場合に限って､当該障がい者

用ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICカー

ド乗車券を再発行する｡ 

（1）旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること｡ 

（2）旅客が当該障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券を提出するこ

と｡ 

（3）再発行する障がい者用PASMOに付加されている定期乗車券または企画乗車券が

当社で発売したものであること｡ 

 

 

（障害再発行） 

第 15 条  障がい者用ICSF乗車券の障害再発行の取扱いは､当社が定める申請書

の提出を受け､障がい者用 PASMO取扱特約の定めるところにより行う｡ただし、旅

客がICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力

した場合は、申請書の提出を省略することができる。 

2  障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の取扱い

を行う場合は､旅客から当社が定める申請書の提出を受け､かつ障がい者用IC定期

乗車券または障がい者用IC企画乗車券を呈示したときに､再発行整理票を交付す

る｡ただし､再発行する当日において定期乗車券または企画乗車券の有効期間が終

了している場合は､前項の取扱いをすることがある｡なお、旅客がICカード乗車券を

処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入力した場合は、申請書の提

出を省略することができる。 

3  前項により再発行整理票が発行された当該障がい者用IC定期乗車券または障が

い者用IC企画乗車券は､旅客が再発行整理票発行日の翌日から14日以内に次の第1

号から第4号の条件を満たしたうえ､再発行を請求した場合に限って､当該障がい者

用ICカード乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号の障がい者用ICカー

ド乗車券を再発行する｡ 

（1）旅客が前項により発行した再発行整理票を提出すること｡ 

（2）旅客が当該障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券を提出するこ

と｡ 

（3）再発行する障がい者用PASMOに付加されている定期乗車券または企画乗車券が

当社で発売したものであること｡ 



（4）旅客が定期乗車券または企画乗車券の効力にかかる帳票の発行を受けた場合に

は､これを提出すること｡ 

4  当該障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の申

し出を受け付けた後､これを取り消すことはできない｡また､当該障がい者用IC定期

乗車券または障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはで

きない｡ 

5  次の各号のいずれかに該当する場合は､理由の如何を問わず再発行の取扱いを行

わない｡なお､この場合､株式会社パスモが当該障がい者用ICSF乗車券のデポジット

を収受している場合､デポジットの取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めに

よる｡ 

（1）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（2）旅客の故意または重大な過失により障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC

企画乗車券が障害状態となったと認められ､第12条第11号により無効となった場合 

（→第12条「無効となる場合」） 

6  障がい者用ICカード乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合､障害状態と

なった障がい者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間､対となるもう一方

の障がい者用ICカード乗車券を使用することはできない｡ただし､当該障がい者用

ICカード乗車券に有効な定期乗車券または企画乗車券が付加されていた場合､定期

乗車券または企画乗車券の有効区間内に限り使用することができる｡ 

7  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自

ら入力した場合は、第 1項および第 2項に定める申請書の提出を省略すること

ができる。 

 

～（中略）～ 

（4）旅客が定期乗車券または企画乗車券の効力にかかる帳票の発行を受けた場合に

は､これを提出すること｡ 

4  当該障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC企画乗車券の障害再発行の申

し出を受け付けた後､これを取り消すことはできない｡また､当該障がい者用IC定期

乗車券または障がい者用IC企画乗車券を再発行用の媒体として使用することはで

きない｡ 

5  次の各号のいずれかに該当する場合は､理由の如何を問わず再発行の取扱いを行

わない｡なお､この場合､株式会社パスモが当該障がい者用ICSF乗車券のデポジット

を収受している場合､デポジットの取扱いは障がい者用PASMO取扱特約の定めに

よる｡ 

（1）裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合 

（2）旅客の故意または重大な過失により障がい者用IC定期乗車券または障がい者用IC

企画乗車券が障害状態となったと認められ､第12条第11号により無効となった場合 

（→第12条「無効となる場合」） 

6  障がい者用ICカード乗車券のいずれか一方が障害状態となった場合､障害状態と

なった障がい者用ICカード乗車券の再発行が完了するまでの間､対となるもう一方

の障がい者用ICカード乗車券を使用することはできない｡ただし､当該障がい者用

ICカード乗車券に有効な定期乗車券または企画乗車券が付加されていた場合､定期

乗車券または企画乗車券の有効区間内に限り使用することができる｡ 

 

 

 

 

 

～（中略）～ 



（払いもどし） 

第 18 条  旅客が､障がい者用PASMOが不要となり､当社が定める申請書を提出

したときは､障がい者用PASMO取扱特約の定めにより払いもどしを行う｡ 

 

 

2  旅客が､障がい者用IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり､

当社が定める申請書を提出し､かつ公的証明書等の呈示により当該障がい者IC定期

乗車券の記名人本人であることを証明した場合は､記名人本人に対する定期乗車券

とその介護者に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り定期乗車券の払

いもどしを請求することができる｡この場合､旅客営業規則に定める払いもどしを

行い､定期乗車券の機能のみ消去して返却する｡ 

3  旅客が､障がい者用IC定期乗車券が不要となり､当社が定める申請書を提出し､か

つ公的証明書等の呈示により当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であるこ

とを証明した場合は､記名人本人に対する定期乗車券とその介護者に対する定期乗

車券とについて共に行う場合に限り旅客営業規則に定める払いもどしおよび障が

い者用PASMO取扱特約に定める障がい者用PASMOの払いもどしを行う｡この場合

の払いもどし額は､それぞれの定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とす

る｡ 

4  前項の払いもどしを行う場合の手数料は､障がい者IC定期乗車券および介護者IC

定期乗車券それぞれ1枚につき 220 円とする｡ただし､定期乗車券の払いもどし額

が手数料額未満のときは､その満たない額をSF残額から充当する｡なお､定期乗車券

の払いもどし額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは､その合算額の同額を手

数料とする｡ 

5  旅客が、ICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自

（払いもどし） 

第 18 条  旅客が､障がい者用PASMOが不要となり､当社が定める申請書を提出

したときは､障がい者用PASMO取扱特約の定めにより払いもどしを行う｡ただし、

旅客がICカード乗車券を処理する機器において申請書に記載すべき事項を自ら入

力した場合は、申請書の提出を省略することができる。 

2  旅客が､障がい者用IC定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となり､

当社が定める申請書を提出し､かつ公的証明書等の呈示により当該障がい者IC定期

乗車券の記名人本人であることを証明した場合は､記名人本人に対する定期乗車券

とその介護者に対する定期乗車券とについて共に行う場合に限り定期乗車券の払

いもどしを請求することができる｡この場合､旅客営業規則に定める払いもどしを

行い､定期乗車券の機能のみ消去して返却する｡ 

3  旅客が､障がい者用IC定期乗車券が不要となり､当社が定める申請書を提出し､か

つ公的証明書等の呈示により当該障がい者用IC定期乗車券の記名人本人であるこ

とを証明した場合は､記名人本人に対する定期乗車券とその介護者に対する定期乗

車券とについて共に行う場合に限り旅客営業規則に定める払いもどしおよび障が

い者用PASMO取扱特約に定める障がい者用PASMOの払いもどしを行う｡この場合

の払いもどし額は､それぞれの定期乗車券の払いもどし額とSF残額の合算額とす

る｡ 

4  前項の払いもどしを行う場合の手数料は､障がい者IC定期乗車券および介護者IC

定期乗車券それぞれ1枚につき 220 円とする｡ただし､定期乗車券の払いもどし額

が手数料額未満のときは､その満たない額をSF残額から充当する｡なお､定期乗車券

の払いもどし額とSF残額の合算額が手数料額未満のときは､その合算額の同額を手

数料とする｡ 

 



ら入力した場合は、第 1 項に定める申請書の提出を省略することができる。 

 

 

～（以下略）～ 

 

 

 

 

～（以下略）～ 

 

 


